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　江別市では、市民が主役のまちづくりを実現するため、市政への「市民参加」を推

進しています。

　本書では、江別市市民参加条例第１２条に基づき、市民参加の手続が適正に運用さ

れているかどうかについて、令和４年度の市民参加の実施状況を公表します。

市民参加の対象について

【江別市市民参加条例】

第４条　市長等は、次に掲げる事項（以下「対象事項」という。）を行うときは、市民参加
を求めるものとする。
　(１)　市の基本構想その他基本的な事項を定める計画の策定又は変更
　(２)　市の基本的な方針を定める条例又は市民に義務を課し、若しくは権利を制限するこ
          とを内容とする条例（市税の賦課徴収その他金銭の徴収に関するものを除く。）の制
          定又は改廃
　(３)　広く市民が利用する大規模な公共施設の設置に関する計画の策定又は変更
　(４)　市民生活に大きな影響を及ぼす制度の導入又は改廃
　
２　市長等は、前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するものは、市民参加
の対象としないことができる。
　(１)　条例の改正又は計画の変更で、その内容が軽易なもの
　(２)　緊急に行わなければならないもの
　(３)　法令の規定により実施の基準が定められており、その基準に基づき実施するもの
　(４)　市長等の内部の事務処理に関するもの
　(５)　市長等の裁量の余地がないと認められるもの

はじめに



件数

A 市民参加の内容を反映した 21

B 市民参加の内容を踏まえ検討した 4

C 市民参加の内容を今後の参考として活用予定 2

その他１ 報告事項や確認事項のみである。 0

その他２ その他１以外の事由 1

28

区分

合計

【表１】
 市民参加条例第４条（１）～（４）に該当する案件

■市民参加による成果～反映の程度～





































【表２】
 市民参加条例第４条２（１）～（５）に該当する案件







件数

A 市民参加の内容を反映した 6

B 市民参加の内容を踏まえ検討した 6

C 市民参加の内容を今後の参考として活用予定 5

その他１ 報告事項や確認事項のみである。 12

その他２ その他１以外の事由 29

58

【表３】
 その他実施状況（表１、表２以外の案件）

■市民参加による成果～反映の程度～

区分

合計











































































































令和４年度　江別市市民参加実施状況

令和５年９月

江別市生活環境部市民生活課市民協働担当

江別市の市民参加についての詳しい内容はこちらをご覧ください。
　https://www.city.ebetsu.hokkaido.jp/life/4/30/


